
インタフェース仕様書市町村編修正履歴 

 

                               （内容現在 平成２５年２月１日） 

Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１ 
１５－

１ 

ページ番号 １５－１ 

※９：官報号外第２２４号厚生労

働省告示第五百三十号記載の介

護保険給付対象者および報酬告

示第８の重度障害者等包括支援

サービス費の注１に規定する利

用者の心身の状態に相当する心

身の状態ある者の有無を設定す

る。 

１ 
１５－

１ 

ページ番号 １５－１ 

※９：官報号外第２２４号厚生労

働省告示第五百三十号記載の介

護保険給付対象者および報酬告

示第８の重度障害者等包括支援

サービス費の注１に規定する利

用者の心身の状態に相当する心

身の状態である者の有無を設定

する。 

１ 

２ 
１５－

１ 

ページ番号 １５－１ 

①介護保険給付対象者となる場

合は、介護保険対象者となる翌月

の「異動年月日」で受給者異動連

絡票情報を作成すること。 

１ 
１５－

１ 

ページ番号 １５－１ 

①介護保険給付対象者となる場

合は、介護保険給付対象者となる

翌月の「異動年月日」で受給者異

動連絡票情報を作成すること。 

１ 

３ 
１５－

１ 

ページ番号 １５－１ 

「Ａさんが介護保険給付対象者

となる場合（異動年月日を翌月で

設定）」表の「介護保険給付対象

者有無」の欄 

2:有 

１ 
１５－

１ 

ページ番号 １５－１ 

「Ａさんが介護保険給付対象者

となる場合（異動年月日を翌月で

設定）」表の「介護保険給付対象

者有無」の欄 

2:有り 

１ 

４ 
１８－

１ 

ページ番号 １８－１ 

※４：計画相談支援において異動

年月日の年月が平成２４年４月

以降の場合は、計画相談支援対象

者が利用する障害福祉サービス

の支給決定又は地域相談支援給

付決定の有効期間のうち最長の

有効期間と同一の期間を設定す

る。 

１ 
１８－

１ 

ページ番号 １８－１ 

※４：計画相談支援において異動

年月日の年月が平成２４年４月

以降の場合は、計画相談支援対象

者が利用する障害福祉サービス

の支給決定又は地域相談支援給

付決定の有効期間のうち最長の

有効期間と同一の期間を設定す

る。なお、開始年月日の（日）は

１日を設定し、終了年月日の（日）

は、当該終了年月の末日を設定す

る。 

１ 

５ ２３ 

ページ番号 ２３ 

※２：有効開始日は、障害者自立

支援法の障害福祉サービスの給

付に係わる各種業務を行うもの

として、その効力が発生した日付

であり、情報の登録（変更）日で

はない。仮に市町村の所在地や連

絡先等に変更が生じた場合であ

っても有効開始日に変更はない。 

１ ２３ 

ページ番号 ２３ 

※２：有効開始日は、障害者総合

支援法の障害福祉サービスの給

付に係わる各種業務を行うもの

として、その効力が発生した日付

であり、情報の登録（変更）日で

はない。仮に市町村の所在地や連

絡先等に変更が生じた場合であ

っても有効開始日に変更はない。 

１ 

６  

 

 １０３ 

ページ番号 １０３ 

項番１１の備考 

※２ 

を追加 

１ 

７  

 

 １０３ 

ページ番号 １０３ 

※２：サービス提供年月が平成 25

年 4月以降は、設定しない。 

を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

８  

 

 １０４ 

ページ番号 １０４ 

項番１１の備考 

※３ 

を追加 

１ 

９  

 

 １０４ 

ページ番号 １０４ 

※３：サービス提供年月が平成 25

年 4月以降は、設定しない。 

を追加 

１ 

１０  

 

 １０６ 

ページ番号 １０６ 

項番１１の備考 

※３ 

を追加 

１ 

１１  

 

 １０７ 

ページ番号 １０７ 

項番２１の備考 

※３ 

を追加 

１ 

１２  

 

 １０７ 

ページ番号 １０７ 

※３：サービス提供年月が平成 25

年 4月以降は、設定しない。 

を追加 

１ 

１３  

 

 １０８ 

ページ番号 １０８ 

項番１２の備考 

※５ 

を追加 

１ 

１４  

 

 １０８ 

ページ番号 １０８ 

※５：サービス提供年月が平成 25

年 4月以降は、設定しない。 

を追加 

１ 

１５ １１５ 

ページ番号 １１５ 

項番３４の内容 

サービス提供年月が平成 24 年 4
月以降は、事業運営安定化に係る
請求額を設定 
サービス提供年月が平成21年 10
月以降は、事業運営安定化およ
び、移行時運営安定化に係る請求
額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 9

月以前は、特別対策費である激変

緩和加算に係る請求額を設定 

１ １１５ 

ページ番号 １１５ 

項番３４の内容 

サービス提供年月が平成 24 年 4
月以降は、新体系定着支援に係る
請求額を設定 
サービス提供年月が平成 21 年 10
月以降は、事業運営安定化およ
び、移行時運営安定化に係る請求
額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 9

月以前は、特別対策費である激変

緩和加算に係る請求額を設定 

１ 

１６  

 

 １１５ 

ページ番号 １１５ 

項番３４の備考 

※４ 

を追加 

１ 

１７  

 

 １１６ 

ページ番号 １１６ 

※４：サービス提供年月が平成 25

年 4月以降は、設定しない。 

を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１８ １１９ 

ページ番号 １１９ 

項番１３の内容 

整数部２桁小数部３桁の半角数

字 8.5 円の場合、08500（または

8500）を設定する 

１ １１９ 

ページ番号 １１９ 

項番１３の内容 

整数部２桁小数部３桁の半角数

字（小数部が３桁を超える場合、

小数第４位を四捨五入）8.5 円の

場合、08500（または 8500）を設

定する 

１ 

１９ １２０ 

ページ番号 １２０ 

項番２６の内容 

サービス提供年月が平成 24 年 4

月以降は、事業運営安定化に係る

請求額を設定 

サービス提供年月が平成21年 10

月以降は、事業運営安定化およ

び、移行時運営安定化に係る請求

額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 9

月以前は、特別対策費である激変

緩和加算に係る請求額を設定 

１ １２０ 

ページ番号 １２０ 

項番２６の内容 

サービス提供年月が平成 24 年 4

月以降は、新体系定着支援に係る

請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 10

月以降は、事業運営安定化およ

び、移行時運営安定化に係る請求

額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 9

月以前は、特別対策費である激変

緩和加算に係る請求額を設定 

１ 

２０  

 

 １２０ 

ページ番号 １２０ 

項番２６の備考 

※１３ 

を追加 

１ 

２１  

 

 １２１ 

ページ番号 １２１ 

【サービス提供年月が平成２５

年４月以降の場合】 

を追加 

１ 

２２ １２１ 

ページ番号 １２１ 

【サービス提供年月が平成２４

年４月以降の場合】 
１ １２１ 

ページ番号 １２１ 

【サービス提供年月が平成２４

年４月以降、平成２５年３月以前

の場合】 

１ 

２３ １２１ 

ページ番号 １２１ 

４：同一サービス種類で給付率が

異なる場合（事業運営安定化に係

る請求額） 

１ １２１ 

ページ番号 １２１ 

４：同一サービス種類で給付率が

異なる場合（新体系定着支援に係

る請求額） 

１ 

２４  

 

 
１２１

－３ 

ページ番号 １２１－３ 

※１３：サービス提供年月が平成

25 年 4月以降は、設定しない。 

を追加 

１ 

２５ １２３ 

ページ番号 １２３ 

項番１１の内容 

サービス利用支援の場合は計画

作成日、継続サービス利用支援の

場合は直近のモニタリング日を

設定する（西暦年月日 YYYYMMDD

を設定する） 

１ １２３ 

ページ番号 １２３ 

項番１１の内容 

サービス利用支援の場合は計画

作成日、継続サービス利用支援の

場合は直近のモニタリング日を

設定する。ただし、同一月内にサ

ービス利用支援と継続サービス

利用支援の両方を実施した場合

には直近のモニタリング日を設

定する。（西暦年月日 YYYYMMDD

を設定する） 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

２６ １３０ 

ページ番号 １３０ 

項番３９の内容 

入院時支援特別加算の算定用件

を満たす支援を行った場合１を

設定（報酬上算定できる回数にか

かわらず、要件を満たす場合は設

定する） 

１ １３０ 

ページ番号 １３０ 

項番３９の内容 

入院時支援特別加算の算定要件

を満たす支援を行った場合１を

設定（報酬上算定できる回数にか

かわらず、要件を満たす場合は設

定する） 

１ 

２７ １３０ 

ページ番号 １３０ 

項番４１の内容 

帰宅時支援加算の算定用件を満

たす支援を行った場合１を設定

（報酬上算定できる回数にかか

わらず、要件を満たす場合は設定

する） 

１ １３０ 

ページ番号 １３０ 

項番４１の内容 

帰宅時支援加算の算定要件を満

たす支援を行った場合１を設定

（報酬上算定できる回数にかか

わらず、要件を満たす場合は設定

する） 

１ 

２８ １３１ 

ページ番号 １３１ 

項番４４の内容 

日中支援加算の算定用件を満た

す支援を行った場合１を設定。報

酬上算定できる回数にかかわら

ず、要件を満たす場合は設定す

る。 

１ １３１ 

ページ番号 １３１ 

項番４４の内容 

日中支援加算の算定要件を満た

す支援を行った場合１を設定。報

酬上算定できる回数にかかわら

ず、要件を満たす場合は設定す

る。 

１ 

２９  

 

 １３６ 

ページ番号 １３６ 

項番１１の備考 

※２ 

を追加 

１ 

３０  

 

 １３７ 

ページ番号 １３７ 

※２：サービス提供年月が平成 25

年 4月以降は、設定しない。 

を追加 

１ 

３１ 
１５４

－６ 

ページ番号 １５４－６ 

※４：異動年月日の年月が平成２

４年４月以降の場合は、障害児相

談支援対象者が利用する障害児

支援の支給決定の有効期間のう

ち最長の有効期間と同一の期間

を設定する。 

１ 
１５４

－６ 

ページ番号 １５４－６ 

※４：障害児相談支援において異

動年月日の年月が平成２４年４

月以降の場合は、障害児相談支援

対象者が利用する障害児支援の

支給決定の有効期間のうち最長

の有効期間と同一の期間を設定

する。なお、開始年月日の（日）

は１日を設定し、終了年月日の

（日）は、当該終了年月の末日を

設定する。 

１ 

３２  

 

 
１６２

－１ 

ページ番号 １６２－１ 

項番１１の備考 

※２ 

を追加 

１ 

３３  

 

 
１６２

－１ 

ページ番号 １６２－１ 

※２：サービス提供年月が平成 25

年 4月以降は、設定しない。 

を追加 

１ 

３４  

 

 
１６２

－２ 

ページ番号 １６２－２ 

項番１１の備考 

※３ 

を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

３５  

 

 
１６２

－２ 

ページ番号 １６２－２ 

※３：サービス提供年月が平成 25

年 4月以降は、設定しない。 

を追加 

１ 

３６  

 

 
１６２

－４ 

ページ番号 １６２－４ 

項番１１の備考 

※２ 

を追加 

１ 

３７  

 

 
１６２

－５ 

ページ番号 １６２－５ 

項番２１の備考 

※２ 

を追加 

１ 

３８  

 

 
１６２

－５ 

ページ番号 １６２－５ 

※２：サービス提供年月が平成 25

年 4月以降は、設定しない。 

を追加 

１ 

３９  

 

 
１６２

－６ 

ページ番号 １６２－６ 

項番１２の備考 

※３ 

を追加 

１ 

４０  

 

 
１６２

－６ 

ページ番号 １６２－６ 

※３：サービス提供年月が平成 25

年 4月以降は、設定しない。 

を追加 

１ 

４１ 
１６２

－１３ 

ページ番号 １６２－１３ 

項番３４の内容 

サービス提供年月が平成21年 10
月以降は、事業運営安定化に係る
請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 9

月以前は、特別対策費である激変

緩和加算に係る請求額を設定 

１ 
１６２

－１３ 

ページ番号 １６２－１３ 

項番３４の内容 

サービス提供年月が平成 24 年 4
月以降は、新体系定着支援に係る
請求額を設定 
サービス提供年月が平成 21 年 10
月以降は、事業運営安定化に係る
請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 9

月以前は、特別対策費である激変

緩和加算に係る請求額を設定 

１ 

４２  

 

 
１６２

－１３ 

ページ番号 １６２－１３ 

項番３４の備考 

※５ 

を追加 

１ 

４３  

 

 
１６２

－１４ 

ページ番号 １６２－１４ 

※５：サービス提供年月が平成 25

年 4月以降は、設定しない。 

を追加 

１ 

４４ 
１６２

－１６ 

ページ番号 １６２－１６ 

項番３の内容 

０３を設定する（明細情報情報レ

コード） 

１ 
１６２

－１６ 

ページ番号 １６２－１６ 

項番３の内容 

０３を設定する（明細情報レコー

ド） 

１ 

４５ 
１６２

－１７ 

ページ番号 １６２－１７ 

項番３の内容 

０４を設定する（集計情報情報レ

コード） 

１ 
１６２

－１７ 

ページ番号 １６２－１７ 

項番３の内容 

０４を設定する（集計情報レコー

ド） 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

４６ 
１６２

－１８ 

ページ番号 １６２－１８ 

項番２６の内容 

サービス提供年月が平成21年 10

月以降は、事業運営安定化に係る

請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 9

月以前は、特別対策費である激変

緩和加算に係る請求額を設定 

１ 
１６２

－１８ 

ページ番号 １６２－１８ 

項番２６の内容 

サービス提供年月が平成 24 年 4

月以降は、新体系定着支援に係る

請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 10

月以降は、事業運営安定化に係る

請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 9

月以前は、特別対策費である激変

緩和加算に係る請求額を設定 

１ 

４７  

 

 
１６２

－１８ 

ページ番号 １６２－１８ 

項番２６の備考 

※７ 

を追加 

１ 

４８  

 

 

１６２

－１９ 

～ 

１６２

－２０ 

ページ番号 １６２－１９～ 

１６２－２０ 

【サービス提供年月が平成２５

年４月以降の場合】 

を追加 

２ 

４９ 
１６２

－１９ 

ページ番号 １６２－１９ 

【サービス提供年月が平成２４

年４月以降の場合】 
１ 

１６２

－２０ 

ページ番号 １６２－２０ 

【サービス提供年月が平成２４

年４月以降、平成２５年３月以前

の場合】 

１ 

５０ 
１６２

－１９ 

ページ番号 １６２－１９ 

１：２および４以外の情報は１を

設定する。 
１ 

１６２

－２０ 

ページ番号 １６２－２０ 

１：２、４、６および７以外の情

報は１を設定する。 
１ 

５１ 
１６２

－１９ 

ページ番号 １６２－１９ 

４：同一サービス種類で給付率が

異なる場合（事業運営安定化に係

る請求額） 

１ 
１６２

－２０ 

ページ番号 １６２－２０ 

４：同一サービス種類で給付率が

異なる場合（新体系定着支援に係

る請求額） 

１ 

５２  

 

 
１６２

－２０ 

ページ番号 １６２－２０ 

６：７のパターンにおける新体系

定着支援に係る請求額を集計欄

分類番号＝６で集計する。 

を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

５３  

 

 
１６２

－２０ 

ページ番号 １６２－２０ 

７：単位数単価が１０円以外の地

域に所在する事業所において、１

人の障害児に対し下記のような

形態で障害児支援サービスを行

った場合、同一サービス種類にお

いて単位数単価を分けて集計す

る必要があるため集計欄分類番

号＝７で集計する。 

（１）児童発達支援 

①児童発達支援センターにおい

て、主として重症心身障害児以外

を受け入れる事業所と重症心身

障害児を受け入れる事業所の両

方でサービスを提供した場合 

②児童発達支援センター以外に

おいて、主として重症心身障害児

以外を受け入れる事業所と重症

心身障害児を受け入れる事業所

の両方でサービスを提供した場

合 

（２）放課後等デイサービス 

①主として重症心身障害児以外

を受け入れる事業所と重症心身

障害児を受け入れる事業所の両

方でサービスを提供した場合 

を追加 

１ 

５４  

 

 
１６２

－２１ 

ページ番号 １６２－２１ 

※７：サービス提供年月が平成 25

年 4月以降は、設定しない。 

を追加 

１ 

５５ 
１６２

－２２ 

ページ番号 １６２－２２ 

項番１１の内容 

障害児支援の場合は計画作成日、

継続障害児支援の場合は直近の

モニタリング日を設定する（西暦

年月日 YYYYMMDD を設定する） 
１ 

１６２

－２３ 

ページ番号 １６２－２３ 

項番１１の内容 

障害児支援の場合は計画作成日、

継続障害児支援の場合は直近の

モニタリング日を設定する。ただ

し、同一月内に障害児支援と継続

障害児支援の両方を実施した場

合には直近のモニタリング日を

設定する。（西暦年月日 YYYYMMDD

を設定する） 

１ 

５６  

 

 
１６２

－３６ 

ページ番号 １６２－３６ 

項番１１の備考 

※２ 

を追加 

１ 

５７  

 

 
１６２

－３６ 

ページ番号 １６２－３６ 

※２：サービス提供年月が平成 25

年 4月以降は、設定しない。 

を追加 

１ 

５８ 
１９７

－１ 

ページ番号 １９７－１ 

項番７の内容 

受給者証記載の市町村番号番号

を設定する 

１ 
１９７

－１ 

ページ番号 １９７－１ 

項番７の内容 

受給者証記載の市町村番号を設

定する 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

５９ ２３７ 

ページ番号 ２３７ 

項番(10)の情報名 

外字空白印字リスト高額障害児

給付費支給（不支給）決定者） 

１ ２３７ 

ページ番号 ２３７ 

項番(10)の情報名 

外字空白印字リスト（高額障害児

給付費支給（不支給）決定者） 

１ 

６０ ２５４ 

ページ番号 ２５４ 

＜支給（不支給）決定通知書等へ

の出力内容＞の出力帳票等 

障害福祉サービス費等払込請求
書 

高額障害児給付費払込請求書 

１ ２５４ 

ページ番号 ２５４ 

＜支給（不支給）決定通知書等へ

の出力内容＞の出力帳票等 

障害福祉サービス費等払込請求
書 

障害児給付費等払込請求書 

１ 

６１ ２８５ 

ページ番号 ２８５ 

項番３４の内容 

サービス提供年月が平成 24 年 4
月以降は、事業運営安定化に係る
請求額を設定 
サービス提供年月が平成21年 10
月以降は、事業運営安定化およ
び、移行時運営安定化に係る請求
額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 9

月以前は、特別対策費である激変

緩和加算に係る請求額を設定 

１ ２８５ 

ページ番号 ２８５ 

項番３４の内容 

サービス提供年月が平成 24 年 4
月以降は、新体系定着支援に係る
請求額を設定 
サービス提供年月が平成 21 年 10
月以降は、事業運営安定化およ
び、移行時運営安定化に係る請求
額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 9

月以前は、特別対策費である激変

緩和加算に係る請求額を設定 

１ 

６２  

 

 ２８５ 

ページ番号 ２８５ 

項番３４の備考 

※６ 

を追加 

１ 

６３  

 

 ２８６ 

ページ番号 ２８６ 

※６：サービス提供年月が平成 25

年 4月以降は、設定しない。 

を追加 

１ 

６４ ２８９ 

ページ番号 ２８９ 

項番１３の内容 

整数部２桁小数部３桁の半角数

字 8.5 円の場合、08500（または

8500）を設定する 

１ ２８９ 

ページ番号 ２８９ 

項番１３の内容 

整数部２桁小数部３桁の半角数

字（小数部が３桁を超える場合、

小数第４位を四捨五入）8.5 円の

場合、08500（または 8500）を設

定する 

１ 

６５ ２９０ 

ページ番号 ２９０ 

項番２６の内容 

サービス提供年月が平成 24 年 4
月以降は、事業運営安定化に係る
請求額を設定 
サービス提供年月が平成21年 10
月以降は、事業運営安定化およ
び、移行時運営安定化に係る請求
額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 9

月以前は、特別対策費である激変

緩和加算に係る請求額を設定 

１ ２９０ 

ページ番号 ２９０ 

項番２６の内容 

サービス提供年月が平成 24 年 4
月以降は、新体系定着支援に係る
請求額を設定 
サービス提供年月が平成 21 年 10
月以降は、事業運営安定化およ
び、移行時運営安定化に係る請求
額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 9

月以前は、特別対策費である激変

緩和加算に係る請求額を設定 

１ 

６６  

 

 ２９０ 

ページ番号 ２９０ 

項番２６の備考 

※４ 

を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

６７  

 

 
２９０

－１ 

ページ番号 ２９０－１ 

※４：サービス提供年月が平成 25

年 4月以降は、設定しない。 

を追加 

１ 

６８ 
２９２

－１ 

ページ番号 ２９２－１ 

項番８の備考 

１：障害者自立支援法に基づく受

給者証番号 

２：児童福祉法に基づく受給者証

番号 

※４ 

１ 
２９２

－１ 

ページ番号 ２９２－１ 

項番８の備考 

１：障害者総合支援法に基づく受

給者証番号 

２：児童福祉法に基づく受給者証

番号 

※４ 

１ 

６９ 
２９２

－２ 

ページ番号 ２９２－２ 

※３：障害者の場合は、本人の受

給者証番号を設定する。なお、障

害者の場合で、障害者自立支援法

に基づく障害福祉サービス費及

び地域相談支援給付費を併給し

ており、それぞれの受給者証番号

が異なる場合は、障害福祉サービ

ス費の受給者証番号を設定する。 

障害児の場合は、保護者の受給者

証番号を設定する。なお、障害児

の場合で、障害者自立支援法に基

づく障害福祉サービス費及び児

童福祉法に基づく障害児給付費

を併給する場合は、いずれかの受

給者証番号を設定する。 

１ 
２９２

－２ 

ページ番号 ２９２－２ 

※３：障害者の場合は、本人の受

給者証番号を設定する。なお、障

害者の場合で、障害者総合支援法

に基づく障害福祉サービス費及

び地域相談支援給付費を併給し

ており、それぞれの受給者証番号

が異なる場合は、障害福祉サービ

ス費の受給者証番号を設定する。 

障害児の場合は、保護者の受給者

証番号を設定する。なお、障害児

の場合で、障害者総合支援法に基

づく障害福祉サービス費及び児

童福祉法に基づく障害児給付費

を併給する場合は、いずれかの受

給者証番号を設定する。 

１ 

７０ 
２９２

－２ 

ページ番号 ２９２－２ 

※４：障害者で障害者自立支援法

に基づく障害福祉サービス費を

受給している場合は、「１」を設

定する。 

障害児で児童福祉法に基づく障

害児給付費を受給している場合

は、「２」を設定する。障害児で

障害者自立支援法に基づく障害

福祉サービス費を受給している

場合は、「１」を設定する。なお、

障害児の場合で、障害者自立支援

法に基づく障害福祉サービス費

及び児童福祉法に基づく障害児

給付費を併給する場合は、「１」、

「２」のいずれかを設定する。 

１ 
２９２

－２ 

ページ番号 ２９２－２ 

※４：障害者で障害者総合支援法

に基づく障害福祉サービス費を

受給している場合は、「１」を設

定する。 

障害児で児童福祉法に基づく障

害児給付費を受給している場合

は、「２」を設定する。障害児で

障害者総合支援法に基づく障害

福祉サービス費を受給している

場合は、「１」を設定する。なお、

障害児の場合で、障害者総合支援

法に基づく障害福祉サービス費

及び児童福祉法に基づく障害児

給付費を併給する場合は、「１」、

「２」のいずれかを設定する。 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

７１ 
２９３

－４ 

ページ番号 ２９３－４ 

項番３４の内容 

サービス提供年月が平成21年 10
月以降は、事業運営安定化に係る
請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 9

月以前は、特別対策費である激変

緩和加算に係る請求額を設定 

１ 
２９３

－４ 

ページ番号 ２９３－４ 

項番３４の内容 

サービス提供年月が平成 24 年 4

月以降は、新体系定着支援に係る

請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 10
月以降は、事業運営安定化に係る
請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 9

月以前は、特別対策費である激変

緩和加算に係る請求額を設定 

１ 

７２  

 

 
２９３

－４ 

ページ番号 ２９３－４ 

項番３４の備考 

※６ 

を追加 

１ 

７３  

 

 
２９３

－５ 

ページ番号 ２９３－５ 

※６：サービス提供年月が平成 25

年 4月以降は、設定しない。 

を追加 

１ 

７４ 
２９３

－１０ 

ページ番号 ２９３－１０ 

項番２６の内容 

サービス提供年月が平成21年 10
月以降は、事業運営安定化に係る
請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 9

月以前は、特別対策費である激変

緩和加算に係る請求額を設定 

１ 
２９３

－１０ 

ページ番号 ２９３－１０ 

項番２６の内容 

サービス提供年月が平成 24 年 4
月以降は、新体系定着支援に係る
請求額を設定 
サービス提供年月が平成 21 年 10
月以降は、事業運営安定化に係る
請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 9

月以前は、特別対策費である激変

緩和加算に係る請求額を設定 

１ 

７５  

 

 
２９３

－１０ 

ページ番号 ２９３－１０ 

項番２６の備考 

※４ 

を追加 

１ 

７６  

 

 
２９３

－１１ 

ページ番号 ２９３－１１ 

※４：サービス提供年月が平成 25

年 4月以降は、設定しない。 

を追加 

１ 

 


